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（１） 事 業 の 現 況

　①　施　設

　②　使　用　料

1,545 円 2,034 円

1,545 円 2,008 円

1,545 円 1,996 円

事 業 名 公共下水道

計 画 期 間 令和８年度～令和17年度

団 体 名

策 定 日

国分寺市

令和８年３月

処理場なし

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　事業開始当時から多摩川流域下水道として整備を行い、北多摩一号・二号水再生
センターで広域的に下水処理を行っている。
　下水道使用料徴収業務については、東京都水道局に事務を委託している。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥当たりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料
（ 税 抜 ） *2

（ 20 ㎥ 当 た り ）
※過去３年度分を記載

令和６年度 実 質 的 な 使 用 料
（ 税 抜 ） *3

（ 20 ㎥ 当 た り ）
※過去３年度分を記載

令和６年度

令和５年度 令和５年度

令和４年度 令和４年度

国分寺市下水道事業経営戦略

一 般 家 庭 用
使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一部適用
（令和２年度から）

処理 区域内 人口 密度 113.46 人／ha
流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無 有

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

昭和51年度
（49年）

法 適 （ 全 部 適 用 ・
一部適用）非適の区分

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進する
　ための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合に
　よって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択する
　こと（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

　水道水を使用した場合は、原則としてその使用水量を下水道への汚水排出量とみ
なして下水道使用料を算定する。水道水以外の水（井戸水等）を下水道へ排出する
場合は、量水器を設置して算定する。料金表は以下のとおり。なお、条件により減免
を受けることが可能な場合がある。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方 　同 上

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　公衆浴場は１㎥当たり18円（税抜）。その他、生活関連業種を営み直接その営業に
使用した水量を計算できる量水器を有する等の条件のもと、減免を受けることが可能
な場合がある。

処 理 区 数
２

（多摩川流域北多摩一号処理区、多摩川流域北多摩二号処理区）

処 理 場 数

１か月あたりの料金（税抜）

料金

545円

10㎥ を超え 20㎥ までの分 １㎥あたり 100円

20㎥ を超え 30㎥ までの分 １㎥あたり 115円

30㎥ を超え 50㎥ までの分 １㎥あたり 125円

50㎥ を超え 100㎥ までの分 １㎥あたり 170円

100㎥ を超え 200㎥ までの分 １㎥あたり 200円

200㎥ を超え 500㎥ までの分 １㎥あたり 240円

500㎥ を超え 1,000㎥ までの分 １㎥あたり 280円

１㎥あたり 330円1,000㎥を超える分

排出量

10㎥を超えない分（基本使用料）

１．事 業 概 要
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　③　組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経 営 比 較 分 析 表 を 活 用 し た 現 状 分 析

別紙「経営比較分析表」を参照
　経営の健全性・効率性については、経常収支比率が100％に達していない状況が続き、また、累積欠損金
比率も年々増加しており、これらの指標を見る限りは良好とは言い難い。これは、集中的かつ多額に及ぶ過去
の投資を反映した過大な減価償却費の影響によるものであり、当面の事業運営には支障はないものの、一般
会計からの繰入金（雨水処理負担金）については必要額を確保できないと欠損が解消されないと考えられる。
経費回収率は継続して100％をやや上回っており、これは汚水処理原価が類似団体と比較して割安で利用者
負担が抑えられていることが要因と考えられる。このことから、現状は使用料収入は適正な水準にあるといえ
る。
　老朽化の状況の各数値については、類似団体と比較して低い状態にあるが、現行のストックマネジメント実
施方針（以下「ＳＭ方針」という。）に則って事業を実施していくことにより、適正な施設管理に努めていく必要
がある。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

　該当なし

 イ　土地・施設等利用
　（未利用土地・施設の活用等）　*5

　該当なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　施設整備及び維持管理に伴う業務委託、台帳ＧＩＳ
データ・資産整理の情報更新等について民間委託を
行っている。

 イ　指定管理者制度 　該当なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
　ウォーターＰＰＰについて、令和９年度からの管理・更
新一体マネジメント方式の導入に向けて、令和８年度
は発注支援業務の委託を予定している。

職 員 数 16人（損益勘定所属職員11人、資本勘定所属職員５人）

事 業 運 営 組 織 国分寺市 建設環境部 下水道課 下水道課 業務係

下水道係

建設環境部
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（１） 処 理 区 域 内 人 口 の 予 測

（２） 有 収 水 量 の 予 測

　有収水量の予測については、直近の５年度間の有収水量実績から１人１年当たりの有収水量を算出し、水
洗化人口の予測値に乗じ算出した。行政人口と同様に、微増で推移すると考えられる。

・普及率
供用開始面積とともに概成１００％であることから、今後も同様であると見込んだ。

・水洗化率
普及率と同様に概成１００％であることから、今後も同様であると見込んだ。

・有収水量
人口、普及率、水洗化率及び過去５年の有収水量の動向を踏まえ、１人当たりの有収水量は今後も平均程度
を維持していくことを見込んだ。また、総有収水量については、人口の動向を踏まえ、本計画期間においては
微増で推移していくと見込んだ。
※将来推計における過去の数値の使用に当たり、新型コロナウイルス感染対策によると思われる巣ごもり需要
が見受けられる令和２年度及び令和３年度の数値は除外した。

　処理区域内人口については、全体の水洗化率自体が概成100％であることから、「国分寺市人口ビジョン
（第３版）」の将来人口推計結果（基本推計）をそのまま用いた。令和22年までは微増、それ以降は微減で推
移するため、これに合わせて下水道使用料収入も増減するものと考えられる。

R8, 129,973 

R17, 131,828 

R22, 132,061 

R37, 128,944 

120,000

122,000

124,000

126,000

128,000

130,000

132,000

134,000

136,000

138,000

140,000

処理区域内人口（人）

R8, 12,874,666 

R17, 13,058,416 

R22, 13,081,496 

R37, 12,772,737 

12,000,000

12,200,000

12,400,000

12,600,000

12,800,000

13,000,000

13,200,000

13,400,000

13,600,000

13,800,000

14,000,000

有収水量（㎥）

２．将 来 の 事 業 環 境
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（３） 使 用 料 収 入 の 見 通 し

（４） 施 設 の 見 通 し

（５） 組 織 の 見 通 し

（６） 経 営 指 標 の 見 通 し

　現状の体制を基本として運営する見込みであるが、ＳＭ方針に基づく下水道施設の更新・維持管理の進捗
やウォーターＰＰＰの導入状況等を踏まえ、安全・安心な下水道サービスの提供に必要な組織体制を検討す
る。

 各項目の見通しを踏まえた令和８年度以降の各指標の数値は以下のとおりである。

・経費回収率については、令和８年度以降の流域下水道維持管理運営負担金の単価増改定のため、事
業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる100％を下回る見込みである。このため、
下水道使用料の改定を含めた財源の確保を早急に行う必要がある。

・経常収支比率については、現状、健全経営の水準とされる100％を下回っており、収支改善に向け
て更なる取組が必要である。

　本市の下水道施設としては、処理場とポンプ場はなく、現状は管きょのみである。設置後、標準耐用年数の
50年以上を経過する管きょの割合が徐々に増えてきており、今後の計画的かつ効率的な修繕及び改築を行う
ことが、恒常的かつ重要な課題となっている。
　本市では、ＳＭ方針に基づき令和６年度から管更生工事に着手している。また、令和８年度は、令和７年３月
に八潮市で発生した事故を受けて国が実施している全国特別重点調査の結果に基づく応急修繕や改築へ
向けた計画・設計作業が見込まれている。さらに、気候変動の影響等による水害リスクの増大に対応するた
め、雨水管理総合計画の策定を予定している。
　今後も引き続き、計画的かつ効率的に下水道施設の維持管理を進めていく。

　基本使用料は過去実績からの調定件数推計と１件当たり有収水量と現行使用料単価を乗じて算出、従量使
用料は各水量区画ごとの有収水量推計を現行使用料単価に乗じて算出し、その合計を使用料収入の推計値
とした。本計画期間においては総有収水量の増加に合わせて微増で推移すると考えられる。

R8, 1,314,943

R17, 1,333,710

R22, 1,336,067

R37, 1,304,533

1,200,000

1,220,000

1,240,000

1,260,000

1,280,000

1,300,000

1,320,000

1,340,000

1,360,000

1,380,000

1,400,000

使用料収入（千円）

令和８
年度

令和９
年度

令和10
年度

令和11
年度

令和12
年度

令和13
年度

令和14
年度

令和15
年度

令和16
年度

令和17
年度

経費回収率 93.9% 94.5% 94.7% 94.4% 93.9% 93.4% 94.2% 95.2% 98.0% 99.9%

経常収支比率 84.2% 84.2% 83.8% 83.0% 82.6% 82.0% 81.6% 81.5% 81.8% 81.7%
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　本市の下水道事業は概成しており接続率も高水準である。また、長期的なスパンにおいて予想される人口
減少に伴う水需要の低下による使用料収入の減収、また、多発する自然災害や老朽化が進む施設の維持管
理等の問題について、引き続き対応を検討しながら下水道事業を健全に経営していく必要がある。
　下水道施設の適切な整備が行われ、安全・安心で衛生的な環境が保たれるよう、住民、経営、機能の視点
から目標を設定し、下水道事業経営の基本方針とする。

① 投資の合理化・効率化
　今後主体となる下水道施設の維持管理事業について、引き続きＳＭ方針に基づき予防保全型管理・長寿命
化対策を促進することにより、事業費の平準化及び低減を図る。また、ウォーターＰＰＰの活用により効率的な
運営を目指す。

② 災害に強い下水道経営の実現（安全で安心な環境の確保）
　災害の被害を最小限に抑えるため、災害に対する運営体制や施設機能を強化し、安全で安心できる生活環
境を確保する。

③ 経営の基盤強化及び安定化
　安定した収入の確保と支出抑制に努める。経常収支比率の改善（計画最終年度までに100％到達）と経費
回収率の維持（令和10年度以降100％以上）を目標とし、使用料水準や損益収支を見て適切な下水道使用料
の設定を行う。また、住民には機能の継続を確保して安定したサービスを提供する。

３．経 営 の 基 本 方 針
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（１） 投 資 ・ 財 政 計 画 （ 収 支 計 画 ）　： 別 紙 の と お り

（２） 投 資 ・ 財 政 計 画 （ 収 支 計 画 ） の 策 定 に 当 た っ て の 説 明

　①　収支計画のうち投資についての説明

　②　収支計画のうち財源についての説明

　③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

・下水道使用料を基本とし、経費回収率100％以上を維持するための使用料収入を
確保する。
・一般会計からの繰入金（雨水処理負担金）については適正な額の確保をしていく。
・引き続き、国庫補助金及び都補助金の確保及び企業債の活用を行う。

・下水道使用料については、上記２（３）のとおり、本計画期間においては微増を見込んでいる。ただし、令和８
年度に予定されている流域下水道維持管理負担金の処理単価改定が実施された場合、現状の使用料収入
では経費を賄えなくなり、経費回収率が100％を下回る見通しであることが推計上判明した。このことへの対応
として、令和10年度からの下水道使用料改定（平均改定率13％）を想定して試算した。

・一般会計からの繰入金（雨水処理負担金）については、経常収支比率改善に向けて、本計画最終年度には
地方公営企業繰出基準に基づく額のうち必要額の満額を確保することを想定し、毎年度段階的な引上げを行
うこととして試算した。リサイクルセンターや旧市庁舎跡地の整備等、一般会計の中長期的な財政状況を考慮
しつつ、一般会計の財政当局と協議し、目標である経常収支比率100％到達を目指す。

・企業債については、ＳＭ方針における複数エリアの事業を実施するフェーズに本格的に入っていくことや、
近年の物価上昇に伴い、事業費全体の増加局面が発生することは避けられないと見込んでいる。一方、経営
比較分析における類似団体の状況と比較すると、起債率はかなり押さえられており、企業債に頼る余幅がある
とも言える状態である。これを踏まえ、本計画期間中においては、事業費の増加局面においては柔軟に対応
することも考慮し、企業債残高を現在高の３倍程度を超えないようにすることを目標とする。本計画の後半５年
度については、企業債残高の抑制のため、企業債借入推計額を一部削減し、代わりに内部留保で負担する
こととして試算した。

・近年の物価上昇を加味した。
・ウォーターＰＰＰについては令和９年度の導入に向けて準備を進めている段階のため、導入支援に係る経費
を見込んだ。
・職員給与費については現状から大きく変わらないものと見込んだ。
・流域下水道の建設改良負担金については、整備の進捗を考慮しつつ直近の実績値を参考に計上した。
・流域下水道の維持管理負担金については、令和８年度からの単価改定による増額を反映した。

目 標

・ＳＭ方針に基づいた下水道施設の適切な維持管理を行い、施設の健全化、事業費
の平準化及び低減を図る。
・全国特別重点調査の結果に基づく必要な対応については速やかに実施する。
・雨水管理総合計画に基づく浸水対策を推進する。
・都市計画道路の整備に併せ、計画的な下水道施設の整備を進める。

・事業費については、近年の物価上昇を反映した。事業費全体の増加局面が発生することは避けられないと
見込んでいる。

・下水道施設の建設、更新及び投資の平準化については、ＳＭ方針に基づき事業を進めており、令和６年度
にはフェーズとして初めて工事に着手した。今後も切れ目なく工事を実施していくこととなっており、予防保全
型管理及び長寿命化対策を進めていくことで、安全・安心な下水道サービスの提供、事業費の平準化を図っ
ていく。

・新たな下水道管きょの整備については、都市計画道路整備の進捗状況及び周辺道路内の下水道施設状況
を踏まえ、都と連携し進めていく。

４．投 資 ・ 財 政 計 画 （ 収 支 計 画 ）

- 6-



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　①　今後の投資についての考え方・検討状況

　②　今後の財源についての考え方・検討状況

 ◎ 経営改善に向けたロードマップ

資産活用による収入増加
の取組について 　他団体の取組も参考にし、資産活用について研究する。

その他の取組 －

・物価上昇による事業費の大幅な増加や、流域下水道維持管理負担金の処理単価の引上げ等、事業に必要
な費用が増大するなかで、下水道使用料で賄えている状況とされる経費回収率100％を上回る水準を確保す
るため、下水道使用料改定の検討を行う。

・経常収支比率については、経費回収率向上に向けた収支改善の取組の他、一般会計からの繰入金（雨水
処理負担金）について、地方公営企業繰出基準に基づく額のうち必要額を得られていないため、収益的収支
比率改善に向けて適正な額の確保を積極的に働きかけていき、本計画期間最終年度には、経常収支比率
100％以上への到達を目標とする。

※使用料改定については、その時点における経営状況等に基づき算定し実施する。
※使用料改定時期は関係機関との調整による。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　令和９年度のウォーターＰＰＰ導入に向け、検討・準備を進めてい
る。

その他の取組
　令和７年度に雨水総合管理方針を作成し、令和８年度には雨水総
合管理計画を策定する予定である。この計画等を踏まえ、必要な対
応を図っていく。

使用料の見直しに関する事項

・経費回収率は平成30年度以降100％以上となっている。今後も引き
続きこの状況を維持することを目標とする。

・公営企業会計移行後、欠損が年々増加している状況である。一般
会計からの繰入金を確保できていないことが原因ではあるが、近年の
物価高騰が収束する見込みがなく、各支出の算定根拠に影響を与え
続けていること、また、前回の改定（平成16年）から一定の年月が経
過しているため、今後は定期の仕組みとして「５年に１回を目安に、使
用料改定の要否の検討」を実施するものとする。

投資の平準化に関する事項
　ＳＭ方針を踏まえ、引き続き事業スケジュールに則った点検・調査
を行い、その結果を反映させた修繕・改築計画を策定することにより
投資の平準化及び低減を図っていく。

広域化・共同化・最適化に関する事項
　「東京都の汚水処理に関する広域化・共同化計画」を踏まえ、引き
続き東京都及び多摩地域の市町村との連携を図っていく。

経費回収率 100％

経常収支比率 100％
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　③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

その他の取組 －

・より質の高い事業経営を遂行・継続していくため、５年に１回を目安に成果
検証を行う。

・毎年度進捗管理を行い、投資・財政計画と実績との大幅なかい離や他の計
画との内容の不整合が生じた場合にはその検証や評価を行いつつ、当期戦
略の後半または次期の経営戦略の策定及び使用料改定検討において反映
させることとする。

薬品費に関する事項 －

修繕費に関する事項
　ＳＭ方針に基づき計画的・効率的に点検・調査を行い、その結果に
基づいた修繕・改築計画を作成し、実施していくことで費用の削減を
見込んでいる。

委託費に関する事項
　委託内容の見直しや道路事業等と連携して委託発注の削減の検
討を進める。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管

理者制度、PPP/PFIなど）

　令和９年度のウォーターＰＰＰ導入に向け、検討・準備を進めてい
く。

職員給与費に関する事項

　地方公営企業法の一部適用のため給与体系は一般会計と同様で
ある。今後の職員給与費については現状から大きく変わらないものと
想定している。ウォーターＰＰＰの導入後においても、引き続き事務効
率を向上させ、適正な人件費の計上及び執行に努めていく。

動力費に関する事項 －

令和８
年度

令和９
年度

令和10
年度

令和11
年度

令和12
年度

令和13
年度

令和14
年度

令和15
年度

令和16
年度

令和17
年度

進捗管理 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施 実施

検証・見直し 検証 改定

使用料改定
検討サイクル

改定検討
改定
※実施す
る場合

改定検討
改定
※実施す
る場合

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

- 8-



経営比較分析表（令和5年度決算）
東京都　国分寺市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
11.46 11,235.78 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Aa 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

128,762

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　全般的な経営状態については，前年度と同様，
①経常収支比率が100％に達しておらず，また②
累積欠損金比率も０％を超えており，これらの指
標を見る限り良好とは言い難い。ただし現下の状
況は，集中的かつ多額に及ぶ過去の投資を反映し
た，過大な減価償却費の影響によるものであっ
て，当面の事業運営には支障はないと考えられ
る。
　類似団体と比べ小さい④企業債残高対事業規模
比率が示す通り，これまで事業費の多くを占めて
きた元利償還額が落ち着いてきていることも手
伝って，現金ベースでの収支は全く問題ない状態
である。
　③流動比率は前年度から増加している。引き続
きキャッシュ・フローを注視し，一定の余裕を
もった状態の保持に努める。
　次に，下水道使用料について，⑥汚水処理原価
は類似団体と比較して割安で利用者負担が抑えら
れており，同時に，⑤経費回収率が100％をやや
上回っていることから，使用料収入は適正な水準
にあるといえる。この状況を踏まえれば，減価償
却費の財源のうち，必要額を下回っているのは雨
水処理負担金であると分析できる。今後も財政当
局と連携しながら，こうした状態の改善に努めて
いく。

資金不足比率(％)

- 87.50 100.00 100.00 1,699

自己資本構成比率(％)

129,004 11.42 11,296.32 【】 令和5年度全国平均

　本市下水道事業の着手は昭和46年であり，施設
の老朽化が予想されたことから，その対策として
平成30年度に「国分寺市公共下水道ストックマネ
ジメント実施方針」を策定した。以降，ストック
マネジメント事業（以下，ＳＭ事業）を段階的に
進めているところである。
　同事業は令和５年度時点で，第１期が設計段階
にあり，施設更新の実績がないため，③管渠改善
率は０％となっている。第１期工事着手は令和６
年度の予定である。
　なお，法適用後間もない時期であり，①有形固
定資産減価償却率は低い。施設の更新の進め方に
ついては，本指標を参考にしつつ，ＳＭ事業によ
り施設の実態を踏まえて判断することが必要と考
えられる。2. 老朽化の状況

全体総括

　本市下水道事業の経営状態は，端的に健全とは
言えないものの，その要因が明確であり，即座に
運営に問題をきたす性質のものではない。今後
は，令和２年度に公表した経営戦略を活用し，中
長期的な観点で経営状態を捉えながら，健全な事
業運営に取り組む。
　また事業面では，ＳＭ事業を着実に進めること
により，施設老朽化の状況を適切に把握及び分析
した上で，必要に応じて修繕，改築等の措置を講
じていく。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.91】 【3.03】 【78.43】 【630.82】

【95.91】【58.94】【138.75】【97.81】

【41.09】 【8.68】 【0.22】



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度
前々年度

令和６年度
前年度

令和７年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 1,809,529 1,824,140 1,931,028 1,984,518 2,209,457 2,262,589 2,315,297 2,367,481 2,419,288 2,470,694 2,521,973 2,573,151

(1) 1,297,195 1,310,937 1,314,943 1,318,433 1,493,372 1,496,504 1,499,212 1,501,396 1,503,203 1,504,609 1,505,888 1,507,066
(2) (B)

(3) 512,334 513,203 616,085 666,085 716,085 766,085 816,085 866,085 916,085 966,085 1,016,085 1,066,085
２． 617,621 576,287 558,564 573,645 564,109 549,306 548,477 541,783 525,314 517,642 499,608 479,126

(1) 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788

31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788 31,788

(2) 554,178 536,099 526,776 517,181 507,645 499,051 490,088 483,394 474,449 465,181 447,147 427,338
(3) 31,655 8,400 0 24,676 24,676 18,467 26,601 26,601 19,077 20,673 20,673 20,000

(C) 2,427,150 2,400,427 2,489,592 2,558,163 2,773,566 2,811,895 2,863,774 2,909,264 2,944,602 2,988,336 3,021,581 3,052,277

１． 2,671,568 2,627,311 2,854,292 2,837,798 2,816,700 2,803,196 2,791,636 2,781,176 2,752,815 2,721,358 2,664,930 2,621,789

(1) 71,648 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659

71,648 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659 71,659

(2) 999,090 947,501 1,189,638 1,194,332 1,198,814 1,203,051 1,207,053 1,210,759 1,214,255 1,217,525 1,220,725 1,223,869

447 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

10,220 7,725 7,802 7,880 7,957 8,034 8,111 8,189 8,266 8,343 8,420 8,498

988,423 939,569 1,181,629 1,186,245 1,190,650 1,194,810 1,198,735 1,202,363 1,205,782 1,208,975 1,212,098 1,215,164
(3) 1,600,830 1,608,151 1,592,995 1,571,807 1,546,227 1,528,486 1,512,924 1,498,758 1,466,901 1,432,174 1,372,546 1,326,261

２． 78,642 69,566 87,495 104,488 124,554 145,051 165,938 186,970 204,998 222,805 240,316 259,046

(1) 42,374 42,999 60,928 77,921 97,987 118,484 139,371 160,403 178,431 196,238 213,749 232,479
(2) 36,268 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567 26,567

(D) 2,750,210 2,696,877 2,941,787 2,942,286 2,941,254 2,948,247 2,957,574 2,968,146 2,957,813 2,944,163 2,905,246 2,880,835

(E) ▲ 323,060 ▲ 296,450 ▲ 452,195 ▲ 384,123 ▲ 167,688 ▲ 136,352 ▲ 93,800 ▲ 58,882 ▲ 13,211 44,173 116,335 171,442

(F)

(G) 25 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
(H) ▲ 25 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080 ▲ 1,080

▲ 323,085 ▲ 297,530 ▲ 453,275 ▲ 385,203 ▲ 168,768 ▲ 137,432 ▲ 94,880 ▲ 59,962 ▲ 14,291 43,093 115,255 170,362

(I) ▲ 1,390,216 ▲ 1,687,746 ▲ 2,141,021 ▲ 2,526,224 ▲ 2,694,992 ▲ 2,832,424 ▲ 2,927,304 ▲ 2,987,266 ▲ 3,001,557 ▲ 2,958,464 ▲ 2,843,209 ▲ 2,672,847
(J) 2,036,952 2,202,741 2,322,042 2,551,208 2,997,279 3,491,916 4,005,883 4,447,607 4,886,528 5,334,688 5,790,185 6,224,392

193,070 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088 145,088
(K) 646,985 524,522 510,766 504,490 495,659 493,799 507,358 520,898 532,931 547,674 570,658 594,223

208,543 185,142 171,386 165,110 156,279 154,419 167,978 181,518 193,551 208,294 231,278 254,843

421,914 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482 329,482
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 1,809,529 1,824,140 1,931,028 1,984,518 2,209,457 2,262,589 2,315,297 2,367,481 2,419,288 2,470,694 2,521,973 2,573,151

(N)

(O)

(P) 1,809,529 1,824,140 1,931,028 1,984,518 2,209,457 2,262,589 2,315,297 2,367,481 2,419,288 2,470,694 2,521,973 2,573,151

営 業 外 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

本年度
令和８年度

営 業 収 益

令和９年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） ▲ 103.9▲ 76.8 ▲ 92.5 ▲ 110.9 ▲ 127.3 ▲ 122.0 ▲ 125.2 ▲ 126.4 ▲ 126.2 ▲ 124.1 ▲ 119.7 ▲ 112.7

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22 条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項に より算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）

年　　　　　度
前々年度

令和６年度
前年度

令和７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 554,500 719,200 658,400 745,800 753,600 761,400 769,200 686,600 694,500 702,400 761,500 763,500

２．

３． 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969

４．

５．

６． 63,781 134,500 81,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

７．

８． 10,459 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

９． 63,651

(A) 716,360 883,669 769,369 831,769 839,569 847,369 855,169 772,569 780,469 788,369 847,469 849,469

(B)

(C) 716,360 883,669 769,369 831,769 839,569 847,369 855,169 772,569 780,469 788,369 847,469 849,469

１． 764,066 947,662 802,223 845,048 853,332 861,617 897,402 887,727 896,101 904,476 964,081 972,926

29,628 38,158 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974 41,974

２． 246,263 215,230 191,830 177,349 169,285 158,667 154,419 167,978 181,518 193,551 208,294 231,278

３．

４．

５． 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

(D) 1,010,329 1,164,892 996,053 1,024,397 1,024,617 1,022,284 1,053,821 1,057,705 1,079,619 1,100,027 1,174,375 1,206,204

(E) 293,969 281,223 226,684 192,628 185,048 174,915 198,652 285,136 299,150 311,658 326,906 356,735

１． 242,310 198,541 157,570 119,621 111,288 100,402 120,886 208,249 221,502 233,249 243,078 272,103

２．

３．

４． 51,659 82,682 69,114 73,007 73,760 74,513 77,766 76,887 77,648 78,409 83,828 84,632

(F) 293,969 281,223 226,684 192,628 185,048 174,915 198,652 285,136 299,150 311,658 326,906 356,735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G)

(H) 3,516,158 3,941,827 4,408,397 4,976,848 5,561,163 6,163,896 6,778,677 7,297,299 7,810,281 8,319,130 8,872,336 9,404,558

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度
前々年度

令和６年度
前年度

令和７年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

537,430 544,991 647,873 697,873 747,873 797,873 847,873 897,873 947,873 997,873 1,047,873 1,097,873

537,429 544,990 647,872 697,872 747,872 797,872 847,872 897,872 947,872 997,872 1,047,872 1,097,872

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969

23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969 23,969

561,399 568,960 671,842 721,842 771,842 821,842 871,842 921,842 971,842 1,021,842 1,071,842 1,121,842

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度
令和８年度

令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越

される支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に

不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和９年度
本年度

令和８年度



供用開始年月日 昭 和 51 年 ４ 月 １ 日

処理区域内人口 129,575人（令和６年度末）

計算期間
自 令 和 10 年 ４ 月
至 令 和 15 年 ３ 月

（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,297,195 1,498,737 1,498,737

0 0 0

512,334 816,085 816,085

1,809,529 2,314,822 0 2,314,822

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

71,648 71,659 52,332 19,327

諸 手 当 給料に含む 給料に含む -

福 利 費 給料に含む 給料に含む -

447 207 151 56

10,220 8,111 5,923 2,188

309,616 279,151 53,862 225,289

598,326 839,950 263,410 576,540

116,749 105,935 77,364 28,571

1,107,006 1,305,013 453,042 851,971

42,374 138,935 101,463 37,472

1,600,830 1,510,659 990,925 519,734

0 0 0 0

1,643,204 1,649,594 1,092,389 557,205

2,750,210 2,954,607 1,545,431 1,409,176

1,409,176

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 106.36

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

維
持
管
理
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

委 託 料

流域下水道管理運営費負担金

そ の 他

小 計

・以前より汚水処理費用は比較的低額であり、経費回収率も特段の問題はなかった。しかし、①流域下水道維持管理運営負担金の処理
単価改定②事業費増に伴う企業債借入増による支払利息の増が今後想定されていることから、これらを賄うための水準とした。
・資産維持費については、各支出項目に物価上昇による増を含めているためこれに代えている。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場
合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るも
の）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水
道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情
に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）


